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◎議長（武田悌一氏） 開会前ですが、報道機関から撮影の申し出がありましたので、許

可しております。 

開議 午前１０時００分 

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 議 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） ただいまから、本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 諸 般 報 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の１ 諸般報告に入ります。 

 一般行政報告を行います。 

 市長から報告を求めます。 

 市長、登壇報告願います。市長。 

（市長西城賢策氏 登壇） 

◎市長（西城賢策氏） それでは、行政報告を申し上げます。 

 まず、報告第１号の市長行動報告についてでありますが、初めに、６月１２日に東京都

において自由民主党の北海道選出の国会議員と北海道市長会との政策懇談会が行われまし

て、そちらに出席し、北海道市長会として要請行動を行ってまいりました。 

 冒頭、北海道市長会会長の山口千歳市長から、北海道市長会総会で決議された「地方創

生に関する決議」について、これまでの取り組みを検証していただき、さらに実効性の高

まるものに見直してほしいと要請を行い、その後、出席された国会議員から北海道の食と

観光について北海道選出議員一同で力を入れていきたいとお話を受けてきたところでござ

います。 

 次に、６月２１日に、同じく東京都において第１１回日本マーケティング大賞表彰式が

行われまして、そちらに出席してまいりました。 

 この日本マーケティング大賞は、企業、自治体、団体等の組織におけるマーケティング

やコミュニケーションの手法、ビジネスモデルの開発を積極的に促すことで、消費者の生

活の向上と経済・社会の活性化に資する活動について表彰されるものでありまして、推薦

プロジェクト数１５１件の中から、このたび三笠高校と高校生レストランの取り組みが選

考され、日本マーケティング大賞の地域賞を受賞いたしました。グランプリは大手企業の

大塚製薬でありましたが、同じ地域賞には関西の阪急阪神百貨店が受賞されており、全国

的に名だたる企業の取り組みと同等の評価をいただき、大変光栄に思ったところであると

ともに、また、全国的に三笠高校と高校生レストランをＰＲすることができたと大変うれ

しく感じております。 

 展示してございますが、今回の表彰では、表彰状とトロフィーのほか、副賞としまして
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１０万円をいただいてまいりました。 

 行政報告につきましては、以上でございます。 

◎議長（武田悌一氏） これより、一般行政報告に対する質疑に入ります。 

 報告第１号総務福祉部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 質疑ないようですから、一般行政報告については報告済みとしま

す。 

 以上をもちまして、諸般報告を終わります。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第２ 議案第３１号から議案第３８号及び議案第４０号 

            から議案第４６号までについて（委報第２号） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の２ 委報第２号議案第３１号から議案第３８号及び議案第

４０号から議案第４６号までについてを議題とします。 

 本件は、さきの本会議において総合常任委員会に付託したものであり、委員長より審査

報告書が提出されております。 

 この際、委員長の報告を求めます。 

 折笠委員長、登壇願います。 

（総合常任委員会委員長折笠弘忠氏 登壇） 

◎総合常任委員会委員長（折笠弘忠氏） さきの本会議において付託になりました議案に

つきまして、その審査の経過と結果について御報告いたします。 

 当委員会に付託された案件は、議案第３１号から議案第３８号及び議案第４０号から議

案第４６号までの計１５件であります。 

 以下、御報告申し上げますが、全議員が委員となり審査を行っておりますので、審査の

詳細及び質疑答弁の内容、御配付の文書及び資料の説明につきましても省略をさせていた

だき、審査の結果についてのみを御報告させていただきます。 

 それでは、御報告いたします。 

 初めに、議案第３２号三笠市証明等事務手数料条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて及び議案第４０号令和元年度三笠市一般会計補正予算（第２回）については、反対、

賛成の討論があり、採決の結果、賛成多数により原案可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

 次に、議案第３１号の条例制定１件、議案第３３号から議案第３７号までの条例改正５

件、議案第３８号の計画変更１件、議案第４１号及び議案第４２号の補正予算２件、議案

第４３号及び議案第４４号の動産の取得２件、議案第４５号の規約変更１件、議案第４６

号の規約制定１件の計１３件については、特段の討論もなく、原案可決すべきものと決定

をいたしました。 
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 以上で、本委員会に付託されました議案の審査の経過と結果についての御報告といたし

ますので、よろしく御審議くださいますようお願いをいたします。 

◎議長（武田悌一氏） これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 議案第３１号から議案第３８号及び議案第４０号から議案第４６号までについて質疑を

受けます。質疑のある方、御発言願います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 質疑ないようですから、議案第３１号から議案第３８号及び議案

第４０号から議案第４６号までについての質疑を終了します。 

 これより、討論、採決に入ります。 

 初めに、議案第３１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第３１号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第３１号三笠市森林環境整備等基金条例の制定については、原案のとおり可決する

ことに決定しました。 

 次に、議案第３２号について討論を行います。 

 討論の通告がありますので、順次発言を許可します。 

 初めに、本案に反対の議員から発言願います。 

 只野議員。 

◎４番（只野勝利氏） 議案第３２号三笠市証明等事務手数料条例等の一部を改正する条

例の制定に対し、反対の立場から討論を行います。 

 本議案では、手数料の値上げに対し、主な理由として消費税の増税によるものとしてい

ます。もとより私は消費税増税による市民の負担増には反対していく思いでありますが、

本議案では消費税増税だけが理由ではなく、これを機に値上げするものも含まれていま

す。その上で１８件もの条例をまとめて提案するのは、消費税増税に伴い、便乗しての値

上げ提案ということではないでしょうか。値上げが必要ならば、堂々とその事由を述べ、

諮るべきではないでしょうか。 

 そして、消費税増税に上乗せして市民に負担を求める姿勢には憤りを感じます。せめて

消費税増税による値上げとは分けて審議するべきと考えます。委員会審議を通じても明確

な回答は得られませんでした。 

 よって、以上のことから三笠市証明等事務手数料条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて反対いたします。 

◎議長（武田悌一氏） 次に、賛成の議員から発言願います。 
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 澤田議員。 

◎６番（澤田益治氏） 議案第３２号三笠市証明等事務手数料条例等の一部を改正する条

例の制定について、賛成の立場から討論を行います。 

 この条例の改正については、消費税率の引き上げに伴う使用料の改正及び平成２６年度

以降、５年が経過する中で、実情に合わせ定期的に改正を行っている使用料・手数料の改

定を行うものであります。 

 また、今回の改正においては、引き上げ率が原則２％を上限としていることなど、市民

への影響に配慮した改正内容となっていることや、今後、消費税の引き上げに伴う経費の

増加が見込まれることなどから必要な改正であると判断し、本議案に賛成をいたします。 

◎議長（武田悌一氏） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） これをもちまして、討論を終了します。 

 これより、議案第３２号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本件を原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

◎議長（武田悌一氏） 起立多数です。着席してください。 

 したがって、議案第３２号三笠市証明等事務手数料条例等の一部を改正する条例の制定

については、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第３３号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第３３号三笠市災害弔慰金条例の一部を改正する条例の制定については、原案のと

おり可決することに決定しました。 

 次に、議案第３４号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第３４号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 
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 議案第３４号三笠市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定については、原案のと

おり可決することに決定しました。 

 次に、議案第３５号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第３５号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第３５号三笠市介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとお

り可決することに決定しました。 

 次に、議案第３６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第３６号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第３６号三笠市火災予防条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとお

り可決することに決定しました。 

 次に、議案第３７号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第３７号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第３７号三笠市市営住宅設置条例の一部を改正する条例の制定については、原案の

とおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第３８号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第３８号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 
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 議案第３８号三笠市過疎地域自立促進市町村計画の一部変更については、原案のとおり

可決することに決定しました。 

 次に、議案第４０号について討論を行います。 

 討論の通告がありますので、順次発言を許可します。 

 初めに、本案に反対の議員から発言願います。 

 只野議員。 

◎４番（只野勝利氏） 議案第４０号令和元年度三笠市一般会計補正予算に対し、反対の

立場から討論を行います。 

 補正予算では、新たに妊婦健診への交通費の助成、不妊治療への助成、合葬墓や災害対

策など私的にも評価できることも含まれています。 

 しかし、私は、３月議会において三笠運動公園交流促進施設整備事業、いわゆる美術館

建設に対し反対してまいりました。本議会でも美術館建設に対する疑問、ランニングコス

トへの不安、主に市民の不安が取り上げられましたが、それだけ市民の理解が得られてい

ないことが示されています。本議会においても、委員会審議においても、その疑問、不安

が払拭される回答は得られませんでした。そのような中、新たに美術館建設に税が投入さ

れることに賛成することはできません。 

 以上のことから、三笠市運動公園交流促進事業に疑問があるため、反対いたします。 

◎議長（武田悌一氏） 次に、賛成の議員から発言願います。 

 澤田議員。 

◎６番（澤田益治氏） 議案第４０号令和元年度三笠市一般会計補正予算について、賛成

の立場から討論を行います。 

 このたびの補正予算については、市政執行方針及び教育行政執行方針を踏まえ、第８次

三笠市総合計画の確実な推進や三笠市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進をコンセプ

トに、子育て支援、高齢者対策、地域特性を生かした経済・産業活性化対策を推進するた

めの内容となっております。 

 特に、三笠市運動公園交流促進事業については、平成３１年第１回定例会において決議

された三笠運動公園交流促進施設整備事業を補完するものであり、高校生レストランを拠

点として相乗効果によるさらなる交流人口の増加を目指すためもののとして、非常に重要

な予算であることも踏まえ、本議案に賛成をいたします。 

◎議長（武田悌一氏） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） これをもちまして、討論を終了します。 

 これより、議案第４０号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本件を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 



─ 9 ─ 

（賛成者起立） 

◎議長（武田悌一氏） 起立多数です。御着席ください。 

 したがって、議案第４０号令和元年度三笠市一般会計補正予算（第２回）については、

原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第４１号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４１号令和元年度三笠市介護保険特別会計補正予算（第１回）については、原案

のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第４２号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第４２号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４２号令和元年度市立三笠総合病院事業会計補正予算（第１回）については、原

案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第４３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第４３号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４３号動産（戸籍電算システム）の取得については、原案のとおり可決すること

に決定しました。 

 次に、議案第４４号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第４４号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４４号動産（除雪ドーザ）の取得については、原案のとおり可決することに決定

しました。 

 次に、議案第４５号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第４５号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４５号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議については、原案

のとおり可決することに決定しました。 

 最後に、議案第４６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第４６号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４６号戸籍に係る電子情報処理組織の事務の委託に関する規約の制定の協議につ

いては、原案のとおり可決することに決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 議案第４８号 議員派遣について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の３ 議案第４８号議員派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本案については、議会運営委員長及び常任委員長の共同提案に係るものであり、文書記

載のとおりでありますので、提案説明、質疑及び討論を省略したいと思います。御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 本案については、提案説明、質疑及び討論を省略することに決定しました。 

 これより、採決を行います。 

 お諮りします。 

 議案第４８号については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４８号議員派遣については、原案のとおり可決されました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第４ 議案第４９号 議会運営委員会及び常任委員会所 

            管事項調査について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の４ 議案第４９号議会運営委員会及び常任委員会所管事項

調査についてを議題とします。 

 本案については、議会運営委員長及び常任委員長の共同提案に係るものであり、文書記

載のとおりでありますので、提案説明、質疑及び討論を省略したいと思います。御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 本案については、提案説明、質疑及び討論を省略することに決定しました。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第４９号について、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４９号議会運営委員会及び常任委員会所管事項調査については、原案のとおり可

決することに決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 意見書案第１号から意見書案第４号について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の５ 意見書案第１号から意見書案第４号までについてを一

括議題とします。 

 本案については、議会運営委員会の正副委員長からの共同提案に係るものであり、文書

記載のとおりでありますので、提案説明、質疑及び討論を省略したいと思います。御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 本案については、提案説明、質疑及び討論を省略することに決定しました。 

 これより、採決を行います。 

 お諮りします。 

 意見書案第１号については、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第１号２０２０年度地方財政の充実・強化を求める意見書は、原案のとおり可

決されました。 

 次に、意見書案第２号について採決を行います。 

 本案について、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第２号義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持・負担率１／２への復

元、教職員の超勤・多忙化解消の実現に向けた意見書は、原案のとおり可決されました。 

 次に、意見書案第３号について採決を行います。 

 本案について、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第３号子どもに係る国民健康保険均等割保険料の負担軽減策を求める意見書

は、原案のとおり可決されました。 

 次に、意見書案第４号について採決を行います。 

 本案について、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第４号新たな過疎対策法の制定に関する意見書は、原案のとおり可決されまし

た。 

 以上、意見書案第１号から意見書案第４号までについては、議長名をもって本文記載の

提出先へ送付します。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎閉 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 以上で、今定例会に付議された事件は、全て終了しました。 

 これをもちまして、令和元年第２回三笠市議会定例会を閉会します。 

 御苦労さまでした。 

閉会 午前１０時２５分  
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